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１．はじめに 

発達心理学者の田中昌人は、かつて養護教諭らに向けた講演会で、子どもを取り巻く発達的環境について、

次のような問題を指摘した。 

「乳児期後半が一番、文化の豊かさと発達的豊かさが乖離しているところなのです。 

家の中に這う広さがない。 

這っても自然の恵みにぶつからない。 

家の外でも這えない。 

移動の自由が面白くない。 

だから、やめておこうということになる。 

乳児期後半ではずいぶん意欲をもっているのに、それが発揮できる場所が準備できていないような生活環

境だからです。」１ 

田中は、日本の生活環境における「文化の豊かさと発達的豊かさの乖離」の問題を指摘した。現在も、多

くの子育て家庭で課題となっている居住空間や住環境問題である。発達や健康を規定する物理的条件として

の生活環境は、個人の努力で解消できる問題ではない。それは、国や地方自治体の住宅政策、都市計画、ま

ちづくり計画や土地利用に関わる政策に規定される。すなわち、一人ひとりの発達や健康課題は社会動向と

表裏一体の関係にある。 

2017年に改訂された、保育所保育指針（厚生労働省告示第百十七号、2017年3月。以下―指針とする）と

幼稚園教育要領（文部科学省告示第六十二号、2017年3月公示。以下―要領とする）における子どもの健康

に関する位置づけを確認しておこう。 

指針は、「１ 保育所保育に関する基本原則」において、「（１）保育所の役割」について「ア 保育所は、

児童福祉法（昭和22年法律第 164号）第39条の規定に基づき、保育を必要とする子どもの保育を行い、そ

の健全な心身の発達を図ることを目的とする児童福祉施設であり、入所する子どもの最善の利益を考慮し、

その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場でなければならない」２（下線―筆者）、と規定

している。 

また、要領は、前文に「教育は、教育基本法第1条に定めるとおり、人格の完成を目指し、平和で民主的

な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期すという目的」３（下

線―筆者）を掲げている。 

小稿は、「健全な心身の発達を図る」こと、「心身ともに健康な国民の育成」などの健康に関わる理念や目

的について、子どもの発達を支えるための健康教育を実践していく上で、どのような枠組み・方向でその教
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育の在り方を構想していけばよいのかを、整理するためのノートである。検討対象は、健康教育に携わる担

い手のおとなである。 

指針や要領には、それらが掲げた理念や目的の達成に向けて、現状の問題を集団的、社会的に変えていく

ための課題と方法について具体的に示されていない。 

こうした課題の設定においては、教育の果たす役割が大きいと考える。小稿の動機は、発達を支える健康

教育４の在り方について、個と集団と社会の在り方との関係で捉えること、健康の概念を再考すること、の

２点をとりあげて整理しておきたいという極めて個人的な関心による。 

 

２．社会的環境と「成長・発達の自立性」は「表裏一体」 

中西新太郎は、子どもの育ちや保育のいとなみを捉える際の視点について、「もっぱら個人（個体能力）の

成長・発達に焦点を当て理解する方法論的視点には欠陥がある」とし、「一人ひとりの子どもの育ちとそれを

ケアする保育のいとなみについて、いわば方法論的個人主義とは異なるアプローチが要請される」５、と述

べている。また、そのいとなみの社会的環境を論じる際、「社会的環境とは、成長・発達にとっての外的条件

ではなく、成長の過程と内実とに直接かかわるという意味での環境だということ。そして、そうした社会的

環境がどうあるかは、子どもたちが取り結ぶ世界とのかかわり方（人格の不可欠な構成部分）を根源的に規

定する。」すなわち、「社会的環境の外在的な把握は成長・発達領域の自立性を暗黙裡に仮定することと表裏

一体の関係」６であると指摘している。 

秋田喜代美、箕輪潤子、高櫻綾子らは、「保育の質研究の展望と課題」（『東京大学大学院教育学研究科紀要』

第 47号、2007年）の中で、保育の「質の評価を問う研究は、子どもや保護者の幸福のためにどのような責

任を引き受け保育者や保育研究者、行政関係者が果たしているのかというその一歩一歩の歩みを自覚化して

可視化し問い直しつつ協働していく民主的な保育創造の過程である」７、と述べ、保育の質研究が諸階層の

「協働」に基づく「民主的な保育創造の過程」として、社会的な役割を果たしていくことが今後の課題であ

ると述べている。 

保育現場における課題として、森上史郎は、子どもの発達を捉えるためには保育者集団の協力体制が重要

である事を強調し、「保育現場の協力体制は真の”協働“になっていないものがかなり存在する」８との認識

を示し、保育者集団の「真の協働」を求めている。子どもの発達保障のためには、それに関わる保育者集団

の在り方が問われるとの指摘である。森上は、「実践現場から見えてくる問題」として述べている。多くの現

場で問題を抱えていることから言及せざるを得なかった。 

一人ひとりの発達を保障していくには、以上の如く集団や社会との関連の中で捉える必要がある。 

健康教育についてみると、個々の子どもの健康をどう保障していくかという観点から、子どもへの直接的

な関わり方や環境整備の在り方に関する記述が多い。保育者養成向けに編まれた領域健康のテキストの殆ど

がそうである。他方、社会的視点から健康を位置づける著作も蓄積がある９。内海和雄『子どもの身体と健

康観の育成 健康教育論』（医療図書出版社、1985 年）は、社会的、集団的領域と個の教育との関係を位置

づけている研究として参考になる。健康の歴史を概観しても、歴史学者の鹿野正直は、「健康観の変遷と、そ

れによって照らしだされる日本近現代の位相を、かなり明瞭に辿りうる」１０と述べているように、健康（観）

は社会と表裏一体の関係にある。 

児童福祉法に基づく「健全な心身の発達を図る」という目的のためには、その発達観について、子どもを

取り巻く集団的、社会的環境を捨象して考えることはできない。個々の子どもの発達課題を捉えていくこと

は、もちろん重要であるが、教育基本法第1条が示す「平和で民主的な国家及び社会の形成者としての資質

を備えた心身ともに健康な国民の育成」には、民主的な集団の経験や観点が必要だし、社会の形成者として

の資質を備えるためには社会の諸課題と向き合わずして育成できないであろう。そのような「心身ともに健



康な国民」を育成するためには、個人の視点だけでなく、集団的、社会的視点を欠くことはできない。社会

的視点には、憲法や、人権との関係で健康を捉える視点が必要だし、最も基本的なこととして整理しておか

なければいけない対象である。汲田克夫・山本万喜雄編、野尻與市著『健康教育概論 生きる権利の認識』

（医療図書出版社、1974 年）は、「健康・人権・憲法」の関係を掘り下げた健康教育領域の初期の成果であ

る。憲法や人権との関係は、小稿では扱いきれない課題であるので、別にノートを作ろうと思う。 

上述のように、発達や健康の領域を集団や社会との関係で捉えた研究の蓄積はある。特に田中昌人『人間

発達の理論』（青木書店、1987 年）では、個人、集団、社会を個々ばらばらに把握するのではなく、それぞ

れがどのように関連し合っているのかを統一的に把握していく必要性を説き、それを体系化した。 

筆者は、保育者養成に関わり、保育内容の領域の一つである健康の科目を担当している。保育者養成にあ

たって、「健全な心身の発達を図る」とか、「人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者と

して必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期す」ために、健康と発達保障との関係を捉え、目

指すべき社会の実現に向けた、個人、集団、社会との関係を明らかにする必要があると考える。 

以下では、発達を支える健康教育の課題について、田中昌人の論に依拠しながら整理していくこととする。 

 

３．個人の系のみの発達を捉えるのではなく、集団的、社会的系との関連を視野に入れる 

 田中昌人は、「「子どもの発達の力がわかっていくようになっていく」、と同時に「私たち自身のおとなの

発達の課題」が、発達保障における三つの系を統一的に把握していく点からきちんととらえられて、そして、

新しい一○○○年紀の扉が開けるようになっていくということも忘れてはならない」１１と述べている。この

３つの系とは、①個人の発達の系１２、②集団の発展の系、③社会の進歩の系を指す。 

「私たち自身のおとなの発達課題」とは、学力があっても、政治的、社会的、教育をめぐる問題的状況に

対して、「自分たちが主人公になって、これをかえていくために、「どこまで力が発揮できているか」／「協

力できているか」／こういうところを評価していく必要があると思います。／そういうことができていくよ

うになっていくために、」１３、３つの系を「統一的に把握」することが「きちんととらえられて」いくこと

が大切ある、と強調している。 

田中は、「子どもの発達の力」の理解と「おとなの発達課題」は両方大事であると述べ、とりわけ後者のお

となの発達課題としては、「協力」し問題を「かえていく」「主人公」（主体性）について、３つの系を統一的

に把握する上で「忘れてはならない」こととして強調している。３つの系のうち、「基本となるのが集団の系」

である。「集団の発展の系というところを基幹にとらえているのは、非常に大切」１４だと述べ、３つの系の

関係を位置づけている。 

「発達保障における３つの系の統一的発展」については、実践に即していえば、「個人の発達の系、集団の

発展の系、社会体制の進歩の系として…中略…健全な民主主義が実現されていくことが期待される」１５とし

て、それぞれについて次のように説明を加えている。 

個人の発達の系については、「個人が、能力における一面性や能力と人格との乖離、専門的弱点等を克服し

て、全体的発達を民主的な専門的力量を発揮していけるようにすること。」集団の発展の系については、「家

庭や学校、職場や地域、その他文化、スポーツなどの営みにおいて、集団がもっている組織的弱点を克服し

て、民主的な共同組織としての集団的力量を発揮していけるようにすること。」社会体制の進歩の系について

は、「政治体制、経済体制と福祉、教育、労働行財政など民主主義の原則が貫かれていないという弱点を克服

して、社会的生産様式を民主化し、民主的な政治的、経済的力量が全面開花をしていけるようにすること。」

と、各系の対象を明示し、「民主的な専門的力量」、「民主的な集団的力量」、「民主的な政治的、経済的力量」

の発揮を目指すべき方向性として示している１６。 

田中は、「民主主義の原則が貫かれ」ることが、各系の弱点を克服する力となっている。発達を保障するた



めには、あらゆる場面で民主的な視点と行動が基盤となると主張している。 

上述した、森上の保育者集団の「協同」性は、「民主的な集団的力量」に位置づく。秋田、箕輪、高櫻らが、

保育の質評価研究との関係で言及した、行政関係者らとの「協働していく民主的な保育創造」などは、「民主

的な政治的力量」と深く関係している。田中が示した、発達保障の３つの系は、現代的課題に即しても決し

て古くなった議論ではない。 

これら３つの系は、「社会的生産様式を基盤にして、いずれも人間の社会的、発展的な再生産活動によって

もたらされる。それは相互に連関しながらも相対的に独立した生成の合法則性をもっているが、それぞれの

系の内容の決定にあずかる教育の力は大きい」１７と述べている。社会的生産様式を基盤に、上部構造として

の社会的諸関係、さらにはそれの「発展的な再生産活動」により３つの系の内容が作り出され、そして、そ

の内容は、人間社会の発展的展望の中でそれぞれの独自の「生成の合法則性」に基づきながら、「教育の力」

によって形成される。３つの系の実体を形作る教育の役割は大きい。各系における教育の力については後述

する。 

引用を続ける。「各系に基盤、前提、条件、内容があるが、個人の系からみるとき、通常の場合、基盤とな

るのは社会体制の進歩の系であり、前提となるのは集団の発展の系であり、諸条件をもとに、内容としては

個人の発達の系が十全な全体的発達をとげていくことが目指されると考える。ここで集団の発展の系は、自

由と民主主義の原則にもとづいて、目的に応じた幾多の協同体を組織していくことができるという柔軟で変

化に富む高い創造性の故に、他の系が発展していく際の基環となる。この系には実践的に未開拓の魅力あふ

れる活動様式が限りなく残されている。これに対して資本主義的競争は、自由と民主主義に基づく団結の基

盤をつきくずし、基環としての集団の発展の系に民主主義的内容と創意あふれる高い生産性が実現していく

ことを根底からはばもうとする。」１８ 

田中によれば、例えば、個人の系としての子どもの健康問題を捉える際、その子どもが置かれている社会

体制が基盤としてあり、その前提に子どもに関連する集団の系がある。そして、この集団の系が、他の２つ

の系の発展していく際の「基環」となっているが、資本主義的競争はその発展をはばもうとする。 

この間の保育政策における、待機児童対策にみられる株式会社による保育所の設置推奨や、園庭の代替に

近隣の公園を認める施策、高架下の保育所開設等は、その例に漏れない。「限られた」予算を名目に、規制緩

和を実行し、保育業界に経済の論理が導入された。国のエネルギー政策が引き起こした 2011年の福島原発事

故は、ここでいちいち例を挙げるまでもなく子どもたちの健康破壊を直接的に引き起こし、住み慣れた土地

を離れざるを得ず、「健康で文化的な生活」を営むことなどできず、問題は現在も続いている。田中の上記の

文章は、1987年に書かれたものである。それから 30年を経た現在も、その指摘に共通する、あるいは問題

がより深刻化しているものもある。 

以下、引用を続ける。「３つの系は、今日の状況の下では、個人の発達の系においては、不均等発達を克服

してから全体的発達への道が追求されなければならない。集団の発展の系においては、貧困、差別から脱却

して、基環としての民主的な内部規律と価値の再生産を行っていく豊かな自由度のある複数の協同の組織へ

の参加と集団活動への道が追求されなければならない。社会体制の進歩の系においては、戦争、搾取、収奪

を廃絶して、真の平和な連帯した社会の建設と高い労働生産性・民主的な分配への道が、総合的、自覚的に

追及されなければならない。」１９ 

ここでは、社会問題と３つの系との関係と、諸問題を乗り越えていくための社会の在り方について言及し

ている。諸個人の「全体的発達」を達成するために、各系の進むべき方向性が示されている。 

先に、田中は３つの系の「内容の決定にあずかる教育の力は大きい」と述べ、各系の内容の形成に果たす

役割に教育を位置づけている。３つの系の関係性と、教育の役割について次のように述べている。 

「３つの系は各自と無関係にあるのではない。成人各自の人格発達において内的に結合している。したが



って、各自の発達の課題としてそれを教育的に捉えるさいには、先ず個人の発達の系としては、各自がどの

ように、どれだけ専門的な弱点を克服して、民主的な専門的力量を発揮することができるようになってきた

か、を教育的に評価することが求められる。そして集団の発展の系との関係では、各自がどのように、どれ

だけ組織的弱点を克服して、民主的な組織的力量を発揮することができるようになってきたか、を教育的に

評価することが求められる。さらに社会体制の進歩の系との関係では、同じく各自がどのように、どれだけ

政治的弱点を克服して、民主的な政治的力量を発揮することができるようになってきたか、を教育的に評価

することが求められる。こうして各自が、民主的な専門家として、組織者として、社会人として、仲間とと

もに未来の歴史を拓く民主的な主人公に発達していく過程で、障害者問題に関していえば、障害を軽減させ、

障害の発達的意味を変え、それを人格発達の契機にすべく教育的にとりくんでいく。そこでは、真の平和と

連帯に基く高い労働生産性を前提に、それが平等の原則に基づいて、各自にとって、その成果を必要かつ適

切に享受できるようにしていくことが社会のありかたと共に追及されていく。」２０ 

３つの系に共通するのは、「能力を発揮することができるようになってきたか、を教育的に評価する」こと

である。新自由主義的な成果主義的評価ではない。「民主的」な各「力量を発揮」することについて「教育的

に評価する」ことと対極にある評価の仕方が成果主義的評価であるから、田中の言う評価の在り方を再検討

する現代的意味は極めて大きい。 

また、３つの系は「成人各自の人格発達において内的に結合している」ということが前提となって、「した

がって、各自の発達の課題としてそれを教育的に捉えるさいには、…」と文章が続いている点に注目したい。

各系はそれぞれ独自の領域として検討する必要があるが、それらは「人格発達において内的に結合している」

ということは一体どういうことなのか。 

例えば、それは、小稿の冒頭で掲げた文章を例に取り、保育者に即して考えると、個人の系では、乳児期

後半の発達的特徴を専門的に理解しそれを高めているかが問われている。集団の系では、その保育者が所属

する保育者集団で、子どもの育ちについて議論し共有しているか、職場が民主的に運営されているかが問わ

れている。社会の系では、心身ともに健康な育ちを保障する、あるいは子どもの発達保障のために、保育行

政に働きかけて園の環境改善を要求したり、発達を十分保障するための保育者の数が足りなければ、それを

国や行政に要求していく等である。発達理解を専門的に深めれば深めるほど、子どものおかれている環境の

改善を要求せざるを得ない状況が生まれる。かつ、それを集団的に議論して深めていく。このように、３つ

の系は、「人格発達において内的に結合」しているのである。このことは、更に予算が足りないから保育所は

増やせない、保育者の処遇を改善するには消費税を上げることとセットにする等の予算や税制の問題理解へ

と発展し、自治体や国の財政の全体構造を問題とせざるを得なくなるなど、より社会的問題と深く結びつい

てくるようになる。 

 田中は、さらに広い視野で、「真の平和と連帯に基づく高い労働生産性を前提に、それが平等の原則に基づ

いて」という高い理念と目指すべき方向性を示し、「各自にとって、その成果を必要かつ適切に享受できるよ

うにしていくことが社会の在り方と共に追求されていく」ことを提起している。このような視点抜きに、個

別の発達や健康教育の在り方を模索しても、発達や健康の領域は、そもそも個人と社会と表裏一体の関係に

あることから（そもそも社会から全く切り離された個人などいない）、問題の本質的解決に向かわないことは

明らかである。 

 

４．子どもを健康にしてやればそれでよいのか 

 学校保健を専門とする野尻與市が、ある高校の養護教諭の研究会で話をしたときのことである。「「私たち

の役目は生徒を健康にしてやればよいので、その健康をどういうことのために使おうと、それはその人個人

の問題で、私の関知するところではない」と発言した中年の養護教諭がいた。」２１この養護教諭は、「生徒を



健康にしてやればよい」、「健康をどういうことのために使おうと」関知しないと。ここには、２つの問題が

あるように思う。１つは、健康を科学的に認識していくと、ただ自分だけ健康であればよいということには

ならないこと（生き方としてはあり得ても）、もう１つは、自分の健康が社会にどう要請され扱われるかとい

うことの問題である。ここでは、後者の問題について野尻の文献を引用しながら考えてみたい。なお、社会

からの健康の要請については、上述の先行研究、鹿野正直の『健康観にみる近代』がある。時代の「健康観」

に人々がどのように扱われてきたのかを明快に示している。 

先の養護教諭の考え方に対し、野尻は、「望み得る限り完全な肉体の健康は、たしかに願わしい。しかし、

それを何のために使うかによって、それが常に願わしいもの、善であるとは限らないのである。…中略…「い

われなき暴力行使の為－その極端な例が戦前の日本の侵略戦争のための強兵づくり―などということが存在

する場合、本当に健康を権利と考えて、もり育てていく立場になければいけない学校教育の場で働く人びと

が、それでも「健康」であれ、と果していえるものであろうか。そのような場合は、折角自分のものにした

健康も、実は、まさに人的資源として消耗を前提とした単なる丈夫で、結局はその健康はおろか生命さえ空

しくなる。それがわかっていても、私たちは身体の健康を願い、かつ、人びとに「健康」であれと説いても

いいものなのであろうか。そのような「健康」でも、人間として、人間の生命として、必要欠くべからざる

ものなのであろうか」２２、と疑問を呈している。 

特にここで重要なのは、健康教育が、「人的資源として消耗を前提とした単なる丈夫で、結局はその健康は

おろか生命さえむなしくなる」ものになってもよいものなのか、ということである。保育者養成にあっても、

子どもを健康にしてやればよい、健康がどう使われても構わない等の趣旨に近いことを無自覚に教えていな

いだろうか。子どもの発達との関係で健康教育がどう位置づくか、ということを考える際、子どもの健康が

保障される環境や、発達段階における健康教育の在り方などを基本に据えながら、「健康で文化的な生活」を

営む権利が保障されているか、その権利の内容とは現在どのような水準にあるのかを検証する必要がある。

そして、発達段階を大人まで伸ばした時に、将来を見通した健康主体をどう展望するかということを視野に

入れて、それぞれの発達段階における健康の発達のプロセスを社会との関係で検討する必要がある。 

労働者として働きに出たとき、「人的資源」としての健康の内容と、「健康で文化的な生活」を営む権利の

主体としての健康、発達を支える健康の内容とが矛盾してくる。それは、基本的には、健康搾取と健康の主

人公ないしは主体との矛盾で、疎外された健康である。自らの健康が、資本に従属し、資本の為の健康とな

る。したがって、先の養護教諭の発言にあったように、健康にしてやればよい、健康がどう使われても構わ

ないという認識は、身体の外見上、あるいは病気でない状態が健康であるということであろう。「何のために」

が大事である。歴史的に見ても、健康は、政治的にも経済的にも着目され利用されてきた２３。 

健康にしてやればよい、という量的把握、さらには量的把握に基づく健康教育の実践について、基本的な

問題構造をどのように考えたらいいのだろうか。 

哲学者の柳田謙十郎は、身長と体重を例にとり、量と質との相互媒介的関係について次のように述べてい

る。 

「子供が大人となるということは一面からいえばたしかに一つの量的拡大という面を含んでいる、しかし

身長や体重がどれだけふえたにしても、唯それだけでは我々の歴史的人間としての発展ということは意味を

なさない（風船がいくらふくらんでも発展とはいわない、落体に加速度が加わっても発展ではない）。そこに

はこれと同時に子供の時になかった質が新に加わる、或はそれによって彼の人間性、彼の人格の全体に何ら

かの質的変化が生ずるということがなければならない。唯身体ばかりが大きくなって（その身体各部の釣合

ももとのままで拡大されて）、知能や感情や意志が子供の時と少しもかわるところがないならば、それは発展

どころかむしろ退化でさえあると考えられる。この故に発展の概念―この発展の概念は唯弁証法的なるもの

としてのみ可能且つ現実的であることができるのであるが―は、単なる量的概念でもなく、また単なる質的



概念でもなく、量と質との相互媒介的な関係の上にのみ可能となる概念であるということができる。」２４ 

子どもの身体の形態的発育としての量的拡大が、質（知能、感情、意志）を伴わなければ、単に風船がふ

くらんだだけであり、発展とはいわない。発展とは、量と質との相互媒介的関係、すなわち身体が、知能、

感情、意志等と相互媒介的に関連しあって発達していくことである。したがって、単に健康になればいいと

いうだけでは、人間としての発達を遂げたことにならないということである。歴史的人間の発展を展望する

ならば、生から死までを見通した健康の発達過程を、労働を媒介した定義２５として深めていかなければなら

ないと考える。 

最後に、健康の概念について触れておく。WHO の健康の概念は周知の通りで、全ての教科書に掲載してい

るのでここでは割愛する。ここでは、労働を媒介した健康の概念についてみてみることにする。 

オパーリン、プラトノフ等共著『生物界の弁証法』（亀井健三・高橋清・河辺広男訳、たたら書房、1973

年）は、健康の概念を次のように規定している。長くなるが引用する。 

「健康と疾病の概念は、正常という定義と緊密に結びついている。…中略…パブロフは、正常を健康の生

理学的尺度として評価した。 

唯物論的科学の観点からすれば、正常とは、生体の形態学的、生理学的特性が、変化する外的環境諸条件

にダイナミックに対応することとみるべきであろう。このことは、生体の生物学的体制と結びついて、生体

がもつあらゆる可能性実現のための前提をなしている。この定義のわくの中でこそ、人間が自己の労働およ

び社会的機能を遂行し、自己の生物学的体制の中にふくまれている可能性を極限まで展開する能力が、人体

に対する正常ということの規準になるのである。 

健康の概念も生物学的正常の定義と緊密にむすびついている。健康とは、あれこれの社会的条件における

労働と社会的活動を、完全に実現するような人体の能力を保障するところの、生物学的な正常状態のことだ

と定義できる。 

人間の健康の主要な標準は、労働および社会的機能が遂行できることだとする定義は議論をひきおこすか

もしれない。というのは、病人でも、労働や社会的機能を何らかの程度に遂行できるからである。しかし、

この反論は、一寸注意してみるならば、しりぞけることができる、というのは、正常と健康の標準としては、

単に働けるということではなくて、人間が自分の全能力を労働と社会生活に捧げうるということだからであ

る。換言すれば、本当の労働能力のことをいっているのである。 

もう一面からみれば、このように健康を定義すると、ときにはあまりに多くの人々が病気とみなされると

いうことになろう。実は、そうではない。資本主義社会で、多くの人々が労働および社会生活に充分に参加

していないのは、生物学的な制限からではなくて、支配階級の寄生生活様式、教養の欠如、失業などによる

ものなのである。 

純粋に生物学的な、＜正常＞の概念は、有機体とその生活条件との統一を反映していること、パヴロフに

よれば、環境と生体との不断の均衡を反映していることである。しかし、人間にとっては、この正常の定義

は不十分で、以上のべたことで補われなければならない。」２６ 

 オパーリンらは、健康の概念を、「あれこれの社会的条件における労働と社会的活動を、完全に実現するよ

うな人体の能力を保障するところの、生物学的な正常状態のことだと定義できる」、とした。ここでいう「正

常」とは、「生体の形態学的、生理学的特性が、変化する外的環境諸条件にダイナミックに対応することとみ

るべき」、と定義している。そして、「人間の健康の主要な標準は、労働および社会的機能が遂行できること」

として、「正常と健康の標準としては、単に働けるということではなくして、人間が自分の全能力を労働と社

会生活に捧げうるということ」、言い換えれば「本当の労働能力のこと」と定義している。 

 大事なのは、健康の概念に、「労働」と「社会活動」が含まれ、それの「完全に実現するような人体の能力」

としているところである。 



 先の養護教諭が語った、「生徒を健康にしてやればよい」、「健康をどういうことのために使おうと」関知し

ないとは、健康教育の実践上、「健康」をどうとらえるかという点が深められていないことにも気づく。健康

の概念を、労働と社会活動に人間の全能力を捧げることと関連させることが、健康教育の内容を構想する上

で大事な視点であることが理解できる。そのことが歴史的人間の発達を展望することにおいて、健康領域の

内容を深めることにもつながる。労働をどう捉えるかという本質論と、労働問題における健康領域にどのよ

うな課題が生じているかという問題などと関連させて、現代社会における健康問題を把握する必要はある。

子どもたちが将来健康に生きていくためには、労働との関係を発達段階の何時の時期に導入していくかとい

う教育課程の課題も整理していかなければならない。 

 

４．結びに代えて 

 研究ノートとして整理してきたことと今後の課題を以下に列挙する。 

 田中昌人の３つの系については、発達を支える健康教育として、各系の内容を深めていかなければならな

い。既に京都教職員組合養護教員部の編著で出版されている４巻本を参考に、個の系の発達段階と健康教育

の関係を整理する必要がある。 

 また、集団の系と、社会の系については、現代社会と身体、健康の問題をリンクさせ、集団の組織論、政

治・経済情勢などを、個別具体的に整理する必要がある。 

 健康には目的規定が必要であることを、野尻與市から示唆を受け、健康の概念の内容を再考することの必

要性に目を向けることになった。 

 健康の概念に、労働と社会活動を媒介して捉えることが、３つの系と関係してくることを今回確かめれら

れたことが成果である。 

 最後に、発達と健康の内的関連について示唆された文章を引用する。 

「発達観に支えられた健康観を」（「第1章 保健の仕事は教育の一環」、藤田和也監修・中道昭二編集『養護

教諭のための実践教育保健学講座 第1巻 健康養護と発達保障の統一』出版科学総合研究所、1985年）と

題した文章である。 

「…前略…WHO の健康の定義には、発達的視点（したがって教育によって発達を促進するという観点）はみ

られません。…中略… 

健康を発達との関連でとらえると、それは「健康とは、環境にはたらきかけ、獲得し、変革すること、つ

まり人間が発達すること」と、とらえることができます。WHO では、健康とは身体的・精神的・社会的に健

康な状態だといっていますが、さらにこれをすすめて、「健康とは環境に働きかけ、変革し獲得すること、つ

まり人間が発達していくことが障害されない状態にある」といえるのではないでしょうか。「環境を変革し、

獲得すること、自らを変革していくことが発達の中身であり、こうした意味での人間の発達が身体的・精神

的に支障なく行われることが、発達の１つの基礎的条件にもなります。この状態を“人間”の健康といえる

のではないでしょうか」２７。 
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